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古川の樹木診断結果について！ 

 

７月２８日に古川において、樹木の倒木が発生し、８月１０日に樹木診断

を実施いたしました。 

古川を利用される皆様の安全を考え、樹木に関する専門家と佐東まちづく

り協議会、日本野鳥の会広島県支部の方々と樹木診断を実施した結果、倒木

の可能性が高い樹木等、ただちに伐木が必要な樹木が、約４０本あり８月下

旬から伐木等を実施いたします。 

 

 

【樹木診断実施範囲】 

  

 ・第一古川：４Ｋ２００付近 ～ ６Ｋ２００付近 

 ・第二古川：０Ｋ０００付近 ～ １Ｋ１００付近 
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          国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所 
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  【樹木診断実施状況】 

        

 

          

 

 

【伐木予定樹木】 

 ・アラカシ  ５本           ・ヤナギ   １９本 

 ・スギ    ５本           ・クヌギ    １本  

 ・アカメガシワ、ニセアカシア １０本 

 

 

【伐木実施箇所】  

 ・第一古川：八木梅林橋上流、せせらぎ公園、七軒屋橋付近 

 ・第二古川：比原橋上流付近 

 

 

   ※ その他にも要監視樹木や今後、伐木等が必要な樹木については、佐東まちづくり

協議会等と対応策について検討し、樹木管理を行ってまいります。 

 

 

 

 


